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市・県民税が変わります
６月から
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税率変更のイメージ
平成１８年まで

平成１９年から

所得税

（定率減税あり）

所得税

市・県民税
（定率減税・老年者
経過措置あり）

市・県民税

定率減税
廃止増分
（所得税＋
市県民税）

老年者経過措置
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平成１９年度に負担する市 県民税と所得税

　【夫婦と子ども 2人で給与収入の場合（子どもの 1人は特定扶養家族）】
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300 0 12,300 12,300 700 300 1,000 0 13,300 13,300

500 107,100 74,300 181,400 17,600 600 18,200 59,500 140,100 199,600

700 236,700 185,300 422,000 41,000 1,000 42,000 165,500 298,500 464,000

1,000 619,200 426,000 1,045,200 88,800 1,600 90,400 590,500 545,100 1,135,600

　【単身者で年金収入の場合（本人 68歳）】
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150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 28,800 6,900 35,700 4,600 1,300 5,900 16,000 25,600 41,600

250 71,500 43,000 114,500 11,200 500 11,700 39,700 86,500 126,200

300 114,300 65,000 179,300 17,700 600 18,300 63,500 134,100 197,600

　【夫婦のみで年金収入の場合（夫 68歳、妻 68歳）】
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300 80,100 49,700 129,800 12,700 500 13,200 44,500 98,500 143,000
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市・県民税の税率

平成１８年度まで 平成１９年度から

計算例　課税所得金額が300万円の場合

200万円×5％＋（300万円－200万円）×10％＝ 20万円 300万円×10％＝ 30万円

市・県民税の増加分の10万円は、所得税から減額されています

※課税所得金額とは、「収入」から「必要経費」を差し引いた「所得金額」から、

　さらに基礎控除や扶養控除などの「所得控除」を差し引いた残額をいいます

　（税率を乗じる直前の金額）。

図 1

図
2

6

235 8594

5

10

13

10

図
1

6


